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監 査 公 表 第 12号

地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項

の 規 定 に よ り 実 施 し た 定 期 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 を 同 条 第 ９ 項

の 規 定 に よ り 次 の と お り 公 表 す る 。

令 和 ７ 年 ９ 月 30日

高 知 県 監 査 委 員 土 森 正 一

同 上 治 堂 司

同 奥 村 陽 子

同 五 百 藏 誠 一



定 期 監 査 結 果 報 告 （ 令 和 ７ 年 度 第 ２ 回 ）

地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項

の 規 定 に よ り 、 高 知 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 高 知 県 監 査 公

表 第 ７ 号 ） に 準 拠 し 監 査 を 実 施 し た の で 、 定 期 監 査 の 結 果 を 下 記

の と お り 報 告 す る 。

記

第 １ 監 査 の 概 要

１ 監 査 の 種 類

地 方 自 治 法 第 199条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 監 査 の う ち 同 条 第

４ 項 の 定 期 監 査

２ 監 査 の 対 象

監 査 対 象 機 関 227機 関 （ 出 先 機 関 121機 関 を 含 む 。 ） の う ち

本 庁 106機 関 （ 別 表 １ の と お り ）

３ 監 査 の 着 眼 点 （ 評 価 項 目 ）

財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 及 び 経 営 に 係 る 事 業 の 管 理 が 法 令

に 適 合 し 、 正 確 で 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に

し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て い る か と し た 。

４ 監 査 の 実 施 内 容

令 和 ６ 年 度 の 業 務 を 対 象 と し 、 監 査 対 象 機 関 か ら 提 出 さ れ

た 関 係 書 類 を 照 合 す る と と も に 、 関 係 職 員 か ら 説 明 を 聴 取 す

る 等 の 方 法 に よ り 、 監 査 委 員 に よ る 監 査 及 び 事 務 局 職 員 に よ

る 監 査 を 実 施 し た 。

第 ２ 監 査 の 結 果

前 記 の と お り 監 査 を 実 施 し た 限 り 、 重 要 な 点 に お い て 、 監 査

の 対 象 と な っ た 事 務 が 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経

費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化

に 努 め て い る と 認 め ら れ た 。

実 施 機 関 別 に 是 正 又 は 改 善 を 要 す る 事 務 と し て 、 指 摘 事 項 及

び 注 意 事 項 と し た も の は 、 別 表 ２ の と お り で あ り 、 事 務 区 分 別

で は 、 別 表 ３ の と お り で あ る 。

な お 、 是 正 又 は 改 善 を 要 す る 事 務 の う ち 指 摘 事 項 と し た も の

は 、 次 の と お り で あ る 。

１ 指 摘 事 項

(１ ) 健 康 政 策 部 薬 務 衛 生 課

食 品 営 業 台 帳 管 理 シ ス テ ム 運 用 保 守 委 託 業 務 に お い

て 、 契 約 書 に 添 付 す べ き 仕 様 書 を 添 付 し て い な か っ た 。

こ れ は 、 契 約 書 の 記 載 事 項 を 定 め た 高 知 県 契 約 規 則

（ 昭 和 39年 高 知 県 規 則 第 12号 ） 第 36条 第 １ 項 の 規 定 に 反

す る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 子 ど も ・ 福 祉 政 策 部 障 害 福 祉 課

障 害 者 差 別 解 消 法 に 係 る 啓 発 事 業 の 企 画 ・ 運 営 委 託 業

務 の 契 約 書 に お い て 、 受 託 者 の 会 社 名 の 記 載 が 漏 れ て い

た 。



こ れ は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 が 契 約 に つ き 契 約 書 を 作 成

す る 場 合 に お い て は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 又 は そ

の 委 任 を 受 け た 者 が 契 約 の 相 手 方 と と も に 、 契 約 書 に 記

名 押 印 を し な け れ ば 、 当 該 契 約 は 、 確 定 し な い も の と す

る と 定 め た 、 地 方 自 治 法 第 234条 第 ５ 項 の 規 定 に 反 す る

不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(３ ) 林 業 振 興 ・ 環 境 部 林 業 環 境 政 策 課

令 和 ６ 年 度 高 知 県 立 甫 喜 ヶ 峰 森 林 公 園 展 示 林 整 備 工 事

に 係 る 入 札 に お い て 、 入 札 者 の 納 付 し た 入 札 保 証 金 が 、

見 積 も る 契 約 金 額 の 100分 の ５ を 下 回 っ て お り 、 入 札 を

無 効 と す べ き で あ っ た が こ れ を 有 効 と し 、 契 約 を 締 結 し

て い た 。

こ れ は 、 納 付 す べ き 入 札 保 証 金 が 不 足 し て い る と き

は 、 入 札 を 無 効 と す る と 定 め た 、 高 知 県 契 約 規 則 第 30条

に お い て 準 用 す る 同 規 則 第 21条 の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な

事 務 処 理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(４ ) 水 産 振 興 部 漁 業 管 理 課

ア 令 和 ６ 年 度 高 知 県 高 速 漁 業 取 締 船 「 小 鷹 」 上 架 定 期

検 査 修 繕 工 事 外 １ 件 の 予 定 価 格 調 書 に お い て 、 決 裁 権

者 に よ る 決 裁 が 行 わ れ て い な か っ た 。

こ れ は 、 契 約 担 当 者 は 、 そ の 競 争 入 札 に 付 す る 事 項

の 価 格 を 当 該 事 項 に 関 す る 仕 様 書 、 設 計 書 等 に よ っ て

予 定 し 、 そ の 予 定 価 格 を 記 載 し た 予 定 価 格 調 書 を 作 成

し な け れ ば な ら な い と 定 め た 、 高 知 県 契 約 規 則 第 30条

に お い て 準 用 す る 同 規 則 第 15条 の 規 定 に 反 す る 不 適 切

な 事 務 処 理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

イ 令 和 ６ 年 度 高 知 県 高 速 漁 業 取 締 船 「 小 鷹 」 上 架 定 期

検 査 修 繕 工 事 請 負 契 約 変 更 契 約 書 （ 第 １ 回 ） に お い

て 、 所 属 が 保 管 す る 当 該 契 約 書 に 契 約 担 当 者 の 押 印 漏

れ が あ っ た 。

こ れ は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 が 契 約 に つ き 契 約 書 を 作

成 す る 場 合 に お い て は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 又

は そ の 委 任 を 受 け た 者 が 契 約 の 相 手 方 と と も に 、 契 約

書 に 記 名 押 印 を し な け れ ば 、 当 該 契 約 は 、 確 定 し な い

も の と す る と 定 め た 、 地 方 自 治 法 第 234条 第 ５ 項 の 規

定 に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(５ ) 水 産 振 興 部 漁 港 漁 場 課

漁 港 港 勢 調 査 委 託 業 務 に お い て 、 契 約 書 に 特 記 仕 様 書

と 調 査 実 施 要 領 を 添 付 し て い な か っ た 。

こ れ は 、 契 約 書 の 記 載 事 項 を 定 め た 高 知 県 契 約 規 則 第

36条 第 １ 項 の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。



再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(６ ) 公 営 企 業 局 電 気 工 水 課

永 瀬 ・ 吉 野 ・ 杉 田 発 電 所 流 木 処 理 委 託 業 務 の 予 定 価 格

調 書 に お い て 、 入 札 書 比 較 価 格 の み の 記 載 と な っ て お

り 、 予 定 価 格 の 記 載 が な か っ た 。

こ れ は 、 契 約 担 当 者 は 、 随 意 契 約 に よ る と き は 、 あ ら

か じ め 、 予 定 価 格 を 定 め な け れ ば な ら な い と 定 め た 、 高

知 県 公 営 企 業 局 契 約 規 程 （ 昭 和 41年 高 知 県 企 業 局 管 理 規

程 第 ５ 号 ） 第 18条 の ３ の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処 理

で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(７ ) 教 育 委 員 会 事 務 局 人 権 教 育 ・ 児 童 生 徒 課

令 和 ６ 年 度 「 Ｓ Ｎ Ｓ 等 を 活 用 し た 相 談 事 業 」 委 託 業 務

に お い て 、 企 画 提 案 内 容 を 協 議 に よ り 変 更 し た に も か か

わ ら ず 、 予 定 価 格 調 書 を 作 成 し て い な か っ た 。

こ れ は 、 契 約 担 当 者 は 、 随 意 契 約 に よ る と き は 、 あ ら

か じ め 、 予 定 価 格 を 定 め な け れ ば な ら な い と 定 め た 、 高

知 県 契 約 規 則 第 31条 の ３ の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処

理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

２ 意 見

今 回 監 査 を 実 施 し た 本 庁 の 106機 関 の う ち 51機 関 に お い

て 、 是 正 又 は 改 善 を 要 す る 不 適 切 な 事 務 処 理 が 83件 認 め ら

れ た 。 昨 年 度 と 比 較 す る と 、 機 関 数 は ７ 機 関 、 件 数 は 18

件 、 そ れ ぞ れ 増 加 し て い る 。

ま た 、 前 年 度 と 比 較 し て 件 数 が 減 少 し た の は 28機 関 、 増

加 し た の は 35機 関 で 、 増 減 が な か っ た の は ９ 機 関 、 ２ 年 連

続 で 適 正 に 事 務 が 行 わ れ て い た の は 33機 関 と な っ て い る 。

事 務 処 理 の 誤 り の 多 く は 、 担 当 者 の 会 計 事 務 に 対 す る 確

認 不 足 及 び 知 識 不 足 で あ り 、 決 裁 の 過 程 で 上 司 が そ の 誤 り

を 是 正 で き て い な い こ と に 起 因 し て い る 。

事 務 処 理 に 当 た っ て は 、 担 当 者 は そ の 根 拠 を 自 ら 確 認 し

行 う と と も に 、 管 理 職 員 も 十 分 に 注 意 し て 決 裁 等 の 事 務 を

行 わ れ た い 。

特 に 、 今 回 の 指 摘 事 項 ８ 件 が 全 て 契 約 事 務 に 関 す る も の

で あ る こ と を 踏 ま え 、 契 約 事 務 に つ い て は 、 基 本 的 な 事 項

を 改 め て 確 認 し 、 適 正 な 事 務 処 理 を 行 う よ う 求 め る 。



総合企画部

政策企画課 障害保健支援課

秘書課 子育て支援課

広報広聴課 子ども家庭課

デジタル政策課 福祉指導課

中山間地域対策課 人権・男女共同参画課

移住促進課 子ども・福祉政策部　８課

交通運輸政策課

総合企画部　７課 文化振興課

よさこい高知文化祭課

財政課 歴史文化財課

法務文書課 国際交流課

行政管理課 県民生活課

人事課 私学･大学支援課

職員厚生課 文化生活部　６課

税務課

市町村振興課 産業政策課

管財課 産業イノベーション課

総務部　８課 地産地消･外商課

統計分析課

危機管理･防災課 産業振興推進部　４課

南海トラフ地震対策課

消防政策課 商工政策課

危機管理部　３課 産業デジタル化推進課

工業振興課

保健政策課 経営支援課

医療政策課 企業誘致課

在宅療養推進課 雇用労働政策課

国民健康保険課 商工労働部　６課

健康対策課

薬務衛生課 観光政策課

健康政策部　６課 国際観光課

地域観光課

地域福祉政策課 スポーツ課

長寿社会課 スポーツツーリズム課

障害福祉課 観光振興スポーツ部　５課

別表１（監査対象機関）

機関名 機関名

子ども・福祉政策部

文化生活部

総務部

産業振興推進部

危機管理部

商工労働部

健康政策部

観光振興スポーツ部

子ども・福祉政策部

知
事
部
局

知
事
部
局



農業政策課 建築課

農業担い手支援課 港湾振興課

協同組合指導課 港湾・海岸課

環境農業推進課 土木部　13課

農業イノベーション推進課

農産物マーケティング戦略課 会計管理課

畜産振興課 総務事務センター

農業基盤課 会計管理局　２課

農業振興部　８課

電気工水課

林業環境政策課 県立病院課

森づくり推進課 公営企業局　２課

木材増産推進課 教育委員会事務局

木材産業振興課 教育政策課

治山林道課 教職員・福利課

環境計画推進課 学校安全対策課

自然共生課 幼保支援課

環境対策課 小中学校課

林業振興・環境部　８課 高等学校課

高等学校振興課

水産政策課 特別支援教育課

漁業管理課 生涯学習課

水産業振興課 保健体育課

漁港漁場課 人権教育・児童生徒課

水産振興部　４課 教育委員会　11課

土木政策課 警察本部　１機関

技術管理課

用地対策課

河川課

防災砂防課

道路課 その他の機関　４機関

都市計画課

公園上下水道課

住宅課

建築指導課

機関名 機関名

農業振興部 土木部

会計管理局

公営企業局

林業振興・環境部

水産振興部

土木部 警察本部

議会事務局

監査委員事務局

人事委員会事務局

労働委員会事務局

合計　106機関

公
営
企
業
局

警
察
本
部

そ
の
他
の
機
関

知
事
部
局

知
事
部
局

教
育
委
員
会



別表２ (実施機関別の指摘事項及び注意事項）
（　）：指摘事項の件数で内数

増減

総合企画部 2 2 4 5 △1

政策企画課 1 1 1

秘書課 1 △1

広報広聴課

デジタル政策課 2 2 2

中山間地域対策課 1 △1

移住促進課

交通運輸政策課 1 1 2 △1

総務部 1 2 2 5 3 2

財政課

法務文書課 1 1 2 2

行政管理課

人事課 1 1 1

職員厚生課 1 △1

税務課

市町村振興課 2 2 2

管財課 1 △1

危機管理部 1 1 1 3 6 6

危機管理･防災課 1 1 2 4 4

南海トラフ地震対策課 1 1 1

消防政策課 1 1 1

健康政策部 1 2 3 (1) 2 8 (1) 11 △3

保健政策課 1 1 3 △2

医療政策課 1 △1

在宅療養推進課 1 1 1

国民健康保険課 3 △3

健康対策課 1 1 1 3 2 1

薬務衛生課 2 (1) 1 3 (1) 1 2

子ども・福祉政策部 1 3 (1) 1 1 6 (1) 6

地域福祉政策課 1 1 1 3 3

長寿社会課 1 1 3 △2

障害福祉課 1 (1) 1 (1) 1

障害保健支援課

子育て支援課 1 △1

子ども家庭課 2 △2

福祉指導課 1 1 1

人権・男女共同参画課

事務区分 参考

共通 収入事務 支出事務 契約事務 補助金の交付に
関する事務

財産・物品等管
理事務

土木・建築工事
に関する事務 計 令和６年度

機関名

知
事
部
局



（　）：指摘事項の件数で内数

増減

事務区分 参考

共通 収入事務 支出事務 契約事務 補助金の交付に
関する事務

財産・物品等管
理事務

土木・建築工事
に関する事務 計 令和６年度

機関名

文化生活部 1 1 2 1 2 1 8 4 4

文化振興課 1 1 1 3 3

よさこい高知文化祭課

歴史文化財課 1 1 2 1 1

国際交流課 1 1

県民生活課 1 1 2 △1

私学･大学支援課 1 1 1

産業振興推進部 1 1 2 4 △2

産業政策課 1 △1

産業イノベーション課

地産地消･外商課 1 1 2 3 △1

統計分析課

商工労働部 1 1 1 3 2 (1) 1

商工政策課

産業デジタル化推進課

工業振興課 2 (1) △2

経営支援課 1 1 1

企業誘致課 1 1 1

雇用労働政策課 1 1 1

観光振興スポーツ部 2 2 4 △2

観光政策課 2 △2

国際観光課 2 △2

地域観光課 1 1 1

スポーツ課 1 1 1

スポーツツーリズム課

農業振興部 3 2 1 1 7 4 3

農業政策課 2 2 2

農業担い手支援課 1 1 1

協同組合指導課

環境農業推進課

農業イノベーション推進課 1 1 1

農産物マーケティング戦略課 1 1 2 1 1

畜産振興課 1 1 1

農業基盤課

知
事
部
局



（　）：指摘事項の件数で内数

増減

事務区分 参考

共通 収入事務 支出事務 契約事務 補助金の交付に
関する事務

財産・物品等管
理事務

土木・建築工事
に関する事務 計 令和６年度

機関名

林業振興・環境部 1 4 (1) 2 2 9 (1) 6 3

林業環境政策課 3 (1) 1 1 5 (1) 1 4

森づくり推進課 1 △1

木材増産推進課 1 △1

木材産業振興課 1 △1

治山林道課 1 1 1 3 3

環境計画推進課 1 △1

自然共生課 1 1 1

環境対策課

水産振興部 3 (3) 3 (3) 3

水産政策課

漁業管理課 2 (2) 2 (2) 2

水産業振興課

漁港漁場課 1 (1) 1 (1) 1

土木部 1 4 2 1 1 9 4 5

土木政策課 1 △1

技術管理課 1 △1

用地対策課

河川課 1 1 2 2

防災砂防課 1 1 2 2

道路課

都市計画課

公園上下水道課 1 1 2 1 1

住宅課 1 1 1

建築指導課

建築課

港湾振興課 1 1 1

港湾・海岸課 1 1 1

会計管理局 1 1 2 2

会計管理課

総務事務センター 1 1 2 2

公営企業局 3 (1) 1 4 (1) 1 3

電気工水課 1 (1) 1 2 (1) 1 1

県立病院課 2 2 2

公
営
企
業
局　

知
事
部
局



（　）：指摘事項の件数で内数

増減

事務区分 参考

共通 収入事務 支出事務 契約事務 補助金の交付に
関する事務

財産・物品等管
理事務

土木・建築工事
に関する事務 計 令和６年度

機関名

教育委員会 2 (1) 1 3 (1) 5 △2

教育政策課

教職員・福利課

学校安全対策課 1 1 2 3 △1

幼保支援課 1 △1

小中学校課

高等学校課

高等学校振興課 1 △1

特別支援教育課

生涯学習課

保健体育課

人権教育・児童生徒課 1 (1) 1 (1) 1

警
察
本
部

警察本部 1 1 1

議会事務局 2 △2

監査委員事務局

人事委員会事務局 3 △3

労働委員会事務局 1 1 1

2 9 22 28 (8) 3 11 8 83 (8) 65 (1) 18計

そ
の
他
の
機
関

教
育
委
員
会



別表３（事務区分別の指摘事項及び注意事項）

・法律に定める通知の未実施

指摘事項 注意事項 合計

件数 件数 件数 割合(％)

　共通 0 2 2 2.4 ・決裁の未実施

・収入調定の遅延

・収入調定額の誤り

・納期限の設定の誤り　等

・経費支出伺（変更を含む）の作成漏れ

・通勤手当の支給の誤り

・ＥＴＣカードのマイレージポイントの失効

・食糧費と旅費の調整漏れ　等

・契約書の不備（押印漏れ、仕様書の添付漏れ等）

・予定価格調書の不備（未作成、記載漏れ等）

・個人情報等の取扱いに係る責任者等の報告漏れ

・再委託の承諾漏れ　等

・検査の遅延

・事業実績報告書の不備

・郵便切手類等出納簿の記載漏れ、押印漏れ

・ＥＴＣカードマイレージポイント管理表の未作成

・物品の不用決定の手続漏れ　等

・契約の保証期間延長の処理漏れ

・工事成績評定表の未作成　等

計 8 75 83 100.0 　106機関のうち51機関

参考（令和６年度） 1 64 65 －

備考　各事務区分の割合は、小数点以下第２位を四捨五入している。

事務区分 主な事例

　収入事務 0 9 9 10.8 

　支出事務 0 22 22 26.5 

　契約事務 8 20 28 33.7 

　補助金の交付に関する事務 0 3 3 3.6 

　財産・物品等管理事務 0 11 11 13.3 

土木・建築工事に関する事務 0 8 8 9.6 


